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○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
十
九
号 

 

の
規
定
に
基

外
国
為
替
令
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要

す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

令
和
四
年
三
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

萩
生
田
光
一 

 
 

 

第
三
号
を
第
四
号

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

 

三 

居
住
者
に
よ
る

二
号
に
掲
げ
る
契
約

第
三
号
に
掲
げ
る
契

約
の
う
ち
輸
出
に
係
る
も
の
又
は
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
契
約
の
う
ち
工
業
所
有
権
に
係
る
も
の

に
基
づ
く
債
権
の
発
生
等
に
係
る
取
引
に
限

輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ

シ
ア
連
邦
の
団
体
と
し
て
外
務
大
臣
が
定

国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て

寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
団
体
を
指
定
す
る

和
四
年
外
務
省
告
示
第
八
十
二

で
定

間
で
行
う
も
の 

附 

則  



 

2 

１ 

こ
の
告
示

令
和
四
年
三
月
八
日
か
ら
施
行

次
項
の
規
定
は

公
布
の
日
か
ら
施
行

  
２ 
外
国
為
替
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十

四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
特
定
資
本
取
引
の
一
部
を
改
正
す
る

十
六
号

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

  

一 

第
二
号
ヌ
の
次
に
ル
を
加
え
る

の
下

及
び

を
加

  

二 

附
則
を
次
の
よ
う
に
改

  

こ
の
告
示

公
布
の
日
か
ら
施
行

第
二
号
ル
の
規
定

国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な

努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
団
体
及
び

個
人
を
指
定
す
る

に
定
め
る
団
体

ロ
シ
ア
連
邦
中

央
銀
行
に
つ
い
て
は
公
布
の
日

バ
ン
ク
・
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

他

の
団
体
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行

 


